
『
高
梁
市
立
地
適
正
化
計
画（
暫
定
版
）』

を
策
定
し
ま
し
た

備中高梁駅

　
広
報
た
か
は
し
3
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
、
高
梁
市
で
は
都

市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
3
月
31
日
に
「
高
梁
市
立
地
適
正
化
計
画（
暫
定
版
）」
を
策
定

し
、
公
表
し
ま
し
た
。

　
計
画
の
う
ち
、「
ま
ち
な
か
居
住
エ
リ
ア（
居
住
誘
導
区
域
）」
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
ご
意
見
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
平
成
30
年
度
ま
で
に
決
定
し
ま
す
。

◆
届
出
の
対
象
と
な
る
行
為

　
こ
の
計
画
の
公
表
に
伴
い
、「
都
市
計
画
区
域
内
で
、
ま
ち
な
か
便
利
エ
リ
ア
以
外
」

に
「
誘
導
施
設
」
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
整
備
を
着
手
す
る
30
日
前
ま
で
に
市
へ

届
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。　

　
な
お
、
届
出
の
対
象
と
な
る
行
為
は
次
の
と
お
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
お

う
と
す
る
場
合
は
、
ま
ち
づ
く
り
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

開発行為

・�誘導施設を有する建築��
物の建築目的の開発行��
為を行おうとする場合

建築等行為

・�誘導施設を有する建築
物を新築しようとする
場合

・�建築物を改築し、誘導
施設を有する建築物と
する場合

・�建築物の用途を変更
し、誘導施設を有する
建築物とする場合

高梁市域

都市計画区域

まちなか便利エリア

誘導施設 届出不要

誘導施設

誘導施設 届出不要

まちなか便利エリア

高梁地区

成羽地区

成羽高校跡地
まちなか便利エリア
（都市機能誘導区域）

まちなか居住エリア
（案）（居住誘導区域）
※平成30年度に決定予定

誘導区域

分野 誘導施設 定義

子育て 認定こども園 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２
条第６項に定める認定こども園�

福祉 福祉施設

・「社会福祉法」「老人福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「生活保護
法」「高齢者の医療の確保に関する法律」「地域における医療及び介護の促進に関
する法律」「介護保険法」「児童福祉法」「母子及び父子並びに寡婦福祉法」「母子保険
法」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定める施
設又は事業の用に供する施設のうち、通所等を主目的とする施設

商業
大型商業施設 ・店舗面積が 1,000㎡以上のもの（大規模小売店舗立地法の届出が必要となる施設）�

観光交流施設 ・観光の振興を図り、地域住民の交流や地域の活性化に資するもの

歴史・文化
図書館 ・図書館法第２条に定める図書館

博物館 ・博物館法第２条に定める博物館�
・博物館法第 29条に定める博物館相当施設

・誘導施設
　誘導施設とは、「まちなか便利エリア」ごとに、市民の利便性や福祉の向上のために確保する必
要がある施設のことで、「まちなか便利エリア」だけでなく、市全体の人口構成や将来人口、既
存施設の立地・充足状況などを踏まえ定めています。

◆
多
極
連
携
型
・
集
約
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方

　
立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
一
極
集
中
や
強

制
的
な
集
約
で
あ
る
と
の
誤
解
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
本
計
画
で
は
、
中
心
市
街
地
を
核
と
し

な
が
ら
、
市
中
心
部
へ
の
一
極
集
中
で
は
な
く
、
各

地
域
局
周
辺
な
ど
を
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結

び
、
地
域
間
の
移
動
手
段
を
確
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
備
え
て
い
る
施
設
・
機
能
を
相
互
に
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
市
全
体
と
し
て
日
常
生
活
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
等
が
充
足
で
き
る
「
多
極
連
携
型
・
集

約
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
暮
ら
し
を
尊
重
し
つ
つ
、

誘
導
等
に
よ
っ
て
年
月
を
か
け
て
ゆ
る
や
か
に
集
約

し
て
い
く
な
ど
、
全
て
の
人
が
安
心
・
安
全
に
暮
ら

し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問 

ま
ち
づ
く
り
課 

☎（
21
）０
２
３
８

・誘導区域
　この計画は、都市計画区域を対象としており、その計画区域の中に、子育てや医療、福祉、商業な
どの日常生活に必要な施設を維持・確保する「まちなか便利エリア」と、これらの日常生活に必要な
施設などを持続的に確保できるよう一定の人口密度を維持する「まちなか居住エリア」を設けています。
なお、「まちなか居住エリア」については、平成 30年度に決定する予定です。

（都市計画区域外）

届出必要

（まちなか便利エリア以外）

※この届出は、宅地建物取引
業に規定される重要事項説明
の対象となります。

8H29 (2017) ４月9 H29 (2017) ４月


